
 
平成２３年１０月１４日 

 

 

 
 
※１ 本資料は、健全化判断比率及び資金不足比率の各地方公共団体における算定結果を迅速に

示すため、平成 23 年 9月 28 日現在の算定結果を速報として取りまとめたものです。数値に
ついては大部分の地方公共団体において公表手続きの途中にある数値であり、今後変動する
場合があります。 

※２ 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市、同大槌町、宮城県女川町、同南三陸町、
福島県南相馬市、同富岡町、同川内村、同葛尾村、同飯舘村を含めずに整理しています。 

 

Ⅰ．健全化判断比率の状況                     

 

○ 平成２２年度決算に基づく健全化判断比率が早期健全化基準以上である

団体は、５団体（※２１年度決算：１４団体） 

 ○ うち財政再生基準以上の団体は１団体（※２１年度決算：１団体） 

 

 

 

・ 早期健全化基準以上の団体はなし 

（※２１年度決算：該当団体なし） 

・ 実質赤字額があるのは、市区町村で８団体 

（※２１年度決算：市区町村で１３団体） 
 
* 実質赤字比率：福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化

し、財政運営の悪化の度合いを示すもの 

 

 

・ 早期健全化基準以上の団体はなし 

   （※２１年度決算：該当団体なし） 

・ 連結実質赤字額があるのは、市区町村で１７団体 

（※２１年度決算：市区町村で３１団体） 
 
* 連結実質赤字比率：すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの 

 

 

・ ４団体が早期健全化基準以上（うち１団体が財政再生基準以上） 

   （※２１年度決算：１２団体（うち１団体が財政再生基準以上）） 

・ ４団体はすべて市区町村 

・ 都道府県の平均値は 13.5％、市区町村は 10.5％ 
 
* 実質公債費比率：借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度

を示すもの 

平成２２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（速報）

１．実質赤字比率 

２．連結実質赤字比率 

３．実質公債費比率 
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・ ２団体が早期健全化基準以上（※２１年度決算：３団体） 

・ ２団体はすべて市区町村 

・ 都道府県の平均値は 220.8％、市区町村は 79.7％ 
 

* 将来負担比率：地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担

等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの 

 

* 将来負担比率には、財政再生基準の設定なし。 

 

 

（参考）健全化判断比率が早期健全化基準以上である団体名 

健全化判断比率 団体名 

（参考） 

早期健全化基準 

H21 決算 基準以上 

↓ 

H22 決算 基準未満 

（参考） 

早期健全化基準 

H21 決算 基準未満 

↓ 

H22 決算 基準以上 

実質赤字比率 － 

 

－ － 

連結実質赤字比率 － 

 

－ － 

実質公債費比率 ４団体 

 

（北海道） 

 夕張市、洞爺湖町 

（沖縄県） 

 座間味村、伊是名村

８団体 

 

（北海道） 

 江差町、由仁町（※1）、中頓別町

（福島県） 

 双葉町 

（奈良県） 

 御所市（※3）、上牧町 

（鳥取県） 

 日野町（※1） 

（沖縄県） 

 伊平屋村 

－ 

将来負担比率 ２団体 

 

（北海道） 

 夕張市 

（大阪府） 

 泉佐野市 

１団体 

 

（青森県） 

 大鰐町（※2） 

－ 

（注）財政再生基準以上である団体には、下線を付している。 

 

 

（※1）北海道由仁町は財政健全化計画における計画完了期間が平成 24 年度末、鳥取県日
野町は平成 25 年度末であるが、平成 22 年度決算における健全化判断比率が早期健全
化基準未満となったことから、今年度完了報告を行う見込み。 

 
（※2）青森県大鰐町は、平成 22 年度決算における健全化判断比率が早期健全化基準未満

となったが、引き続き財政の健全化に取り組むこととして、今年度は完了報告は行わ
ない見込み。 

 
（※3）奈良県御所市は、平成 22 年度決算における健全化判断比率が早期健全化基準未満

となったが、実質赤字額があるため、引き続き財政健全化団体である。 
 
  以上により、財政健全化団体は６団体、財政再生団体は１団体となる。 

  

４．将来負担比率 
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Ⅱ．資金不足比率の状況                                

 

・ ３８公営企業会計が経営健全化基準以上（※２１年度決算：４９会計） 

・ 資金の不足額がある公営企業会計は１１８会計（※２１年度決算：１６２会計） 
 
* 資金不足比率：公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標

化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの 

 

 

 

※ 健全化判断比率及び資金不足比率に関する解説については、「制度解説」（P.9）及び「用

語説明」（P.14）をご覧ください。 

  また、団体別健全化判断比率及び資金不足比率等については「資料」をご覧ください。 

 

 

 

 
（連絡先） 

（健全化判断比率について)  

自治財政局財務調査課 深澤財政健全化専門官、門馬係長

電話：(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5647 

(資金不足比率について) 

自治財政局公営企業課 村山理事官、菊田事務官 

電話：(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5634 

 

E-mail：kenzenkahou@soumu.go.jp（各担当共通） 
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１．健全化判断比率が早期健全化基準以上である団体数

0 0 0 0 0 0

（㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 )

0 0 0 0 0 0

（㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 0 )

0 0 1 (1) 2 3 (1) 2 (1)

（㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 2(1) ) （㉑ 2 ) （㉑ 4(1) ) （㉑ 3(1) )

0 0 3 0 3 3

（㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 10 ) （㉑ 1 ) （㉑ 11 ) （㉑ 11 )

0 0 4 (1) 2 6 (1) 5 (1)

（㉑ 0 ) （㉑ 0 ) （㉑ 12(1) ) （㉑ 3 ) （㉑ 15(1) ) （㉑ 14(1) )

（注）　１．（　）内の数値は、財政再生基準以上である団体数であり、内数である。

　　　　 ２．将来負担比率には、財政再生基準はない。

２．健全化判断比率が早期健全化基準以上である団体名

－

－

（注）　財政再生基準以上である団体には、下線を付している。

【参考】早期健全化基準又は経営健全化基準以上である団体又は会計の状況

将来負担比率

２団体

（北海道）
　夕張市
（大阪府）
　泉佐野市

１団体

（青森県）
　大鰐町

－

連結実質赤字比率

－ －

実質公債費比率

４団体

（北海道）
　夕張市、洞爺湖町
（沖縄県）
　座間味村、伊是名村

８団体

（北海道）
　江差町、由仁町、中頓別町
（福島県）
　双葉町
（奈良県）
　御所市、上牧町
（鳥取県）
　日野町
（沖縄県）
　伊平屋村

－

健全化判断比率

（参考）
早期健全化基準

H21決算 基準以上
↓

H22決算 基準未満

（参考）
早期健全化基準

H21決算 基準未満
↓

H22決算 基準以上

実質赤字比率

－ －

団体名

町村
（930団体）

合計
（1,784団体）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 合計 合計（純計）

都道府県
（47団体）

政令市
（19団体）

市区
（788団体）
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３．実質赤字比率が早期健全化基準以上である団体の状況

(1)　早期健全化基準以上である団体数（再掲）

都道府県 政令市 市区 町村 合計

0/47 0/788 0/930 0/1,784

(0) (0) (5) (3) (8)

（注）　（　）内の数値は、実質赤字額がある（実質赤字比率が0％超である）団体数である。

４．連結実質赤字比率が早期健全化基準以上である団体の状況

(1)　早期健全化基準以上である団体数（再掲）

都道府県 政令市 市区 町村 合計

0/47 0/788 0/930 0/1,784

(0) (2) (9) (6) (17)

（注）　（　）内の数値は、連結実質赤字額がある（連結実質赤字比率が0％超である）団体数である。

５．実質公債費比率が早期健全化基準以上である団体の状況

(1)　早期健全化基準以上である団体数（再掲）

都道府県 市区 町村 合計

団体数 0/47 1/788 3/930 4/1,784

(2)　早期健全化基準以上である団体の実質公債費比率
（単位：％）

都道府県名 市区町村名

北海道 夕張市

沖縄県 伊是名村

北海道 洞爺湖町

沖縄県 座間味村

（注）　１．実質公債費比率の高い順に記載している。

 　　　　２．実質公債費比率の早期健全化基準は、25％である。

 　　　　３．夕張市の実質公債費比率は、財政再生基準（35％）以上である。

６．将来負担比率が早期健全化基準以上である団体の状況

(1)　早期健全化基準以上である団体数（再掲）

都道府県 市区 町村 合計

団体数 0/47 2/788 0/930 2/1,784

(2)　早期健全化基準以上である団体の将来負担比率
（単位：％）

都道府県名 市区町村名

北海道 夕張市

大阪府 泉佐野市

（注）　１．将来負担比率の高い順に記載している。

 　　　　２．将来負担比率の早期健全化基準は、都道府県・政令市が400％であり、市区町村が350％である。

25.3

政令市

0/19

実質公債費比率

42.8

26.2

政令市

0/19

将来負担比率

922.5

383.0

団体数
0/19

団体数
0/19

25.5
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７．資金不足比率が経営健全化基準以上である公営企業会計数

水道事業 0 / 26 0 / 18 1 / 1,210 0 / 97 1 / 1,351

簡易水道事業 0 / 1 0 / 7 0 / 837 0 / 5 0 / 850

工業用水道事業 0 / 41 0 / 8 0 / 94 0 / 8 0 / 151

交通事業 0 / 3 3 / 20 4 / 67 0 / 3 7 / 93

電気事業 0 / 25 0 / 4 0 / 30 0 / 4 0 / 63

ガス事業 0 / 0 0 / 1 0 / 28 0 / 1 0 / 30

港湾整備事業 0 / 33 0 / 4 1 / 39 0 / 6 1 / 82

病院事業 0 / 42 0 / 17 6 / 497 3 / 79 9 / 635

市場事業 0 / 9 1 / 18 2 / 134 0 / 10 3 / 171

と畜場事業 0 / 1 0 / 6 1 / 43 0 / 12 1 / 62

宅地造成事業 0 / 51 0 / 20 2 / 405 2 / 8 4 / 484

下水道事業 0 / 45 0 / 29 1 / 2,529 0 / 22 1 / 2,625

観光施設事業 0 / 6 0 / 6 9 / 302 0 / 1 9 / 315

その他事業 0 / 15 0 / 0 1 / 74 1 / 41 2 / 130

計 0 / 298 4 / 158 28 / 6,289 6 / 297 38 / 7,042

（注）　分母は事業区分別の公営企業会計数である。

都道府県 政令市 市区町村 一部事務組合等 計
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８．資金不足比率が経営健全化基準以上である団体名・公営企業会計名

注2

水道事業（１） 北海道 釧路町 水道事業会計

交通事業（７） 青森県 八戸市 自動車運送事業会計

愛知県 名古屋市 自動車運送事業会計

京都府 京都市 京都市自動車運送事業特別会計

京都府 京都市 京都市高速鉄道事業特別会計

佐賀県 佐賀市 自動車運送事業会計

熊本県 熊本市 交通事業会計

鹿児島県 屋久島町 屋久島町船舶事業特別会計

港湾整備事業（１） 香川県 坂出市 坂出港港湾整備事業特別会計

病院事業（９） 北海道 美唄市 病院事業会計

北海道 赤平市 病院事業会計

北海道 深川市 病院事業会計

北海道 由仁町 国民健康保険由仁町立病院事業会計

青森県 板柳町 国民健康保険板柳中央病院事業会計

青森県 鶴田町 病院事業会計

青森県 公立金木病院組合 病院事業会計 * 

青森県 一部事務組合下北医療センター病院事業会計

青森県 北部上北広域事務組合 病院事業会計

市場事業（３） 北海道 釧路市 釧路市公設地方卸売市場事業会計

大阪府 大阪市 中央卸売市場事業会計

山口県 岩国市 市場事業特別会計

と畜場事業（１） 徳島県 徳島市 徳島市立食肉センター事業特別会計

宅地造成事業（４） 青森県 青森県新産業都市建設事業団 桔梗野工業用地造成事業 * 

青森県 青森県新産業都市建設事業団 百石住宅用地造成事業 * 

鳥取県 米子市 流通業務団地整備事業特別会計

山口県 下関市 臨海土地造成事業特別会計

下水道事業（１） 青森県 黒石市 下水道事業会計

観光施設事業（９） 青森県 弘前市 岩木観光施設事業特別会計

青森県 黒石市 温泉供給事業特別会計

青森県 黒石市 観光施設事業特別会計

青森県 大鰐町 温泉事業特別会計

石川県 白山市 白山市観光事業特別会計

奈良県 宇陀市 保養センター事業特別会計

和歌山県 串本町 国民宿舎事業会計

山口県 美祢市 観光事業特別会計

高知県 高知市 国民宿舎運営事業特別会計

その他事業（２） 北海道 釧路市 釧路市設魚揚場事業会計

熊本県 荒尾競馬組合 荒尾競馬組合事業会計 * 

（注1）資金不足比率の経営健全化基準は20％である。

（注2）資金不足比率を既に議会に報告し、公表している団体には * を付している。

事業名 都道府県名 市区町村名等
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（参考）

（注）　１．　このほか、平成２１年度決算に基づく資金不足比率が経営健全化基準以上となったが、平成２１年度末又は平成２２年
　　　　　　度中に廃止された会計として、下記の２会計がある。
　　　　　　（奈良県）　奈良市　宅地造成事業費特別会計　、（鹿児島県）　奄美市　奄美市簡易水道事業特別会計
　　　　２．　青森県大鰐町の休養施設事業特別会計は、平成２１年度決算に基づく資金不足比率が経営健全化基準以上となった
　　　　　 が、平成２１年度末をもって営業を休止しており、事業の規模が零であるため資金不足比率が算定不能となっている。

経営健全化基準
H21決算基準以上→H22決算基準未満

１０会計

経営健全化基準
H21決算基準未満→H22決算基準以上

２会計

水道事業 － －

簡易水道事業

２会計

（鹿児島県）
屋久島町　屋久島町簡易水道事業特別会計

（鹿児島県）
瀬戸内町　瀬戸内町簡易水道事業特別会計

－

交通事業

２会計

（北海道）
苫小牧市　自動車運送事業会計

（鹿児島県）
瀬戸内町　瀬戸内町船舶交通事業特別会計

－

港湾整備事業 － －

病院事業

１会計

（青森県）
十和田市　病院事業会計

市場事業 － －
と畜場事業 － －

宅地造成事業

１会計

（青森県）
青森県新産業都市建設事業団　金矢工業用地造成
事業

１会計

（山口県）
下関市　臨海土地造成事業特別会計

下水道事業

３会計

（青森県）
田舎館村　田舎館村下水道事業会計

（和歌山県）
白浜町　下水道事業特別会計

（鹿児島県）
瀬戸内町　瀬戸内町農業集落排水事業特別会計

－

観光施設事業

１会計

（奈良県）
奈良市　針テラス事業特別会計

－

その他事業

－ １会計

（熊本県）
荒尾競馬組合　荒尾競馬組合事業会計
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